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きょうと信頼食品登録制度実施要綱

平成１８年８月２３日

第１ 目 的

この要綱は、府が別に定める一定の水準より高い品質管理を行うとともに、生産・

、 、製造情報を開示できる食品等を府が登録し 府民に当該情報等を提供することにより

府内で生産・製造される食品の安全性及び府民の安心感を高めることを目的とする。

第２ 定 義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

１ 食品とは、府内で生産された生鮮食品又は府内で製造された加工食品をいう。

２ 審査機関とは、この要綱に基づく登録に係る審査等の事務を行う団体として知事が

指定した法人や任意団体をいう。

３ 登録とは、審査機関等が、府が別に定める登録基準に基づき審査し、適合した食品

であると報告した食品を府が登録することをいう。

４ 登録事業者とは、登録された食品（以下「登録食品」という ）を生産・製造する。

者をいう。

第３ 登録基準

食品の登録区分ごとに、次の各号に掲げる登録基準は別表１のとおりとする。

１ 食品の生産・製造に関する品質管理に関する基準

２ 食品の生産・製造情報の開示に関する基準

第４ 登録事業者

１ 本要綱に基づき、京都府知事（以下「知事」という ）に登録を申請する者（以下。

「申請者」という ）は、第３に定める登録基準を満たす食品の生産・製造に関する。

（ 「 」 。） 、品質管理及び情報開示等の方法を定めた手順書 以下 手順書 という を作成し

申請に際して提出しなければならない。

２ 申請者は、審査機関が定める期日までに申請書を審査機関に提出し、登録基準の適

合状況について、審査を受けなければならない。

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、申請することができない。

（１）自ら府内において食品を生産・製造しない者
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（２）食品の安心・安全の確保に関する法令に違反して刑に処せられ、その執行を終わ

り、若しくは執行を受けることがなくなった日又は食品の安心・安全の確保に関す

る法令に基づく命令その他の処分に違反した日から１年を経過しない者

（３）第５の５の（３）の規定により、登録を取り消され、その取消しの日から１年を

経過しない者

４ 登録事業者は、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

（１）食品に関連する法令に適合した方法により食品の生産・製造を行うこと。

（２）登録食品については、手順書に基づき適正な品質管理を行うこと。

（３）交付された登録番号（以下「登録番号」という ）については、知事が別に定め。

る登録番号表示基準に基づき使用すること。

（４）登録食品の生産・製造に関する記録を整理し、１年間保管すること。

（５）第５の５の（２）規定に基づく指示があったときは、速やかに改善措置を講じる

こと。

（６）毎年、登録基準の適合状況について、審査機関の検査を受けること。

（７）次に掲げる事項に該当するときは、審査機関が定めるところに従い届け出るこ

と。

ア 登録食品の生産・製造を１年以上休止し、又は廃止しようとするとき。

イ 生産・製造を休止していた登録食品について、その生産・製造を再開しようと

するとき。

ウ 名称、代表者又は主たる事業所の所在地を変更したとき。

（８）手順書の内容を変更しようとするときは、審査機関に変更の申請を行い、あらか

じめ審査機関の承認を受けること。

第５ 審査機関

１ 登録制度に関する審査機関の指定を受けようとする団体は、知事に申請し、承認を

得なければならない。

なお、審査機関がその内容を変更しようとするときも同様とする。

申請書に記載する事項は次のとおりとする。

（１）審査を行う食品の種類、区分及びその審査基準

（２）登録業務を行う審査員又は検査員

（３）登録に係る審査、判定及び検査の方法

、 、２ 食品の安心・安全の確保に関する法令に違反して刑に処せられ その執行を終わり

若しくは執行を受けることがなくなった日又は食品の安心・安全の確保に関する法令

に基づく命令その他の処分に違反した日から１年を経過しない者は、審査機関の指定

を受けることができない。
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３ 第５の１に基づく申請に際し、次に掲げる事項について業務規程を定め、当該業務

規程を添付しなければならない。

審査機関が業務規程の内容を変更しようとするときは、知事に届けなければならな

い。

（１）審査の業務を実施する事務所の所在地及び区域

（２）申請受付期日及び申請の方法

（３）権限及び職務分担を示す組織図

（４）審査手数料

（５）登録の変更承認及び取消の実施方法

（６）内部監査の実施方法

（７）審査員及び検査員の選定及び解任に係る基準

（８）審査業務に関する記録の管理方法

（９）審査に関する苦情、異議申立及び紛争の解決方法

（10）その他審査業務に関し必要な事項

４ 審査機関は、名称、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したときは、要領に定

めるところにより、知事に届けなければならない。

５ 審査機関は、次の各号に従い、審査業務を行う。

（１）第４の２及び第４の４の（８）の規定による申請があったときは、当該団体の審

査基準に基づき適合状況について審査し、その結果を申請者に通知しなければなら

ない。

（２）登録食品に対する検査を毎年１回以上は実施し、検査結果を登録事業者に通知し

なければならない。ただし、必要に応じて、登録事業者に対して報告を求め、若し

くは事業所等の立入検査を行い、又は業務の改善を指示することができる。

（３）登録事業者が、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その登録を取り消

。 、 。すことができる 取消しを行ったときには 当該事業者に通知しなければならない

ア 第４の３の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

イ 第４の４の規定に違反したとき。

ウ 虚偽の申請により登録を受けたとき。

エ 登録食品の生産・製造を休止し、生産・製造を再開する見込みがないと認めら

れるとき又は登録食品の生産・製造を廃止したとき。

オ 第４の４の（８）の申請をしないとき、又は虚偽の申請をしたとき。

カ 第５の５の（２）の規定による報告において、虚偽の報告をし、若しくは検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は改善の指示に従わなかったとき。

キ 登録番号を不正に使用したとき。

ク 登録食品の生産・製造方法が、登録基準等に適合していない場合であって、重
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大な過失があると認められるとき。

ケ その他、制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき。

（４）第４の４の（７）のイの規定による届出があったときは、必要に応じ、登録食品

の生産・製造方法について、基準の適合状況を確認する。

（５）審査機関は、審査業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しな

ければならない。

（ ） （ ） （ ） （ ）６ 第４の４の ７ の規定による届出を受けたとき及び第５の５の １ から ３

までの規定による通知、検査又は指示を行ったときは、知事に報告しなければなら

ない。

６ 審査機関は、審査業務を実施する区域の変更その他業務の全部若しくは一部の休止

若しくは廃止又は行政処分等により、その業務を実施することができなくなったとき

は、要領に定めるところにより、知事に届け出る。

、 、 、 、なお この場合において 当該審査機関は 自らが審査した登録事業者と協議の上

知事の同意を得た上で他の審査機関にその業務を引き継ぐことができる。

第６ 府

１ 知事は、第５の１の規定による申請が、次の各号のすべてに適合していると認める

ときは、審査機関として指定し、申請者に通知する。

なお、審査機関として指定しないときは、その理由を付して申請者に通知しなけれ

ばならない。

また、指定内容に変更があった場合についても同様とする。

（１）ガイドラインに基づく審査基準を設定していること。

（２）登録に関する検査結果の適合状況を判定するため、第三者による審査会を設置し

ていること。

（３）財務の内容が不健全ではなく、審査業務を適正かつ確実に実施できる経理的基礎

があること。

（４）役員、団体の種類に応じて別表２に定める構成員又は職員等の構成は登録業務の

公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。

２ 知事は、第６の１の指定をしたとき及び第５の３の規定により審査機関から届出が

あったときは、指定した審査機関の名称、代表者及び主たる事務所の所在地、審査を

行おうとする食品の種類及び区域並びに当該指定した日を公表する。

３ 知事は、審査機関から第５の５の（６）の規定による登録についての報告を受けた

ときは、登録番号を交付し、登録内容を公表する。

４ 知事は、関係職員により、第６の１に規定する審査機関の基準の適合状況及び指定

審査機関が行う業務について、毎年検査させなければならない。ただし、必要に応じ
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て、審査機関に対し報告を求め、若しくはその職員に任意に行う検査をさせ、又は審

査機関に対し業務の改善を指示することができる。

５ 知事は、審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことが

できる。取消しを行ったときは、指定を取り消した審査機関の名称、代表者及び主た

る事務所の所在地、登録を行っていた登録食品の種類及び区域並びに取り消した日を

公表し、当該審査機関に通知するものとする。

（１）第５の２に該当するに至ったとき。

（２）第５の６に該当するに至ったとき。

（３）虚偽の申請により指定を受けたとき。

（４）第６の４に定める検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告せず、若しくは

虚偽の報告をし、又は改善の指示に従わなかったとき。

（５）その他、制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき。

第７ その他

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
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別表１（第３関係）

１ 登録区分総括表

(1) 登録区分及び登録基準

登 録 区 分 登 録 基 準

☆ クラス 別表１の２に定める品質管理基準１に基づく生産・
ひとつぼし

（第１段階） 製造管理作業手順書を作成し、作業内容を記録する

こと。

☆ ☆クラス 別表１の２に定める品質管理基準１及び品質管理基
ふたつぼし

（第２段階） 準２に基づく生産・製造管理作業手順書を作成し、

作業内容を記録すること。

☆☆☆クラス 別表１の２に定める品質管理基準１及び品質管理基
み つ ぼ し

（第３段階） 準２を十分に満たすことが確実であって、国等が制

定した制度による認証・認定を受けた事業者が生産

・製造する食品であること。

(2) 情報開示項目

登録区分の基準についての「生産・製造管理作業手順書」や「生産・製造記録」を消

費者や府の求めに応じて開示できること。
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２ 加工食品に関する製造管理作業手順書に定めるべき項目

(1) 品質管理基準１

項 １ 清潔な製造施設・設備の確保と維持

目 ① 施設・設備の衛生管理

細目 作業場環境、作業床・排水溝・内壁、天井・換気扇、保管庫、冷蔵庫・冷

凍庫、製造機械・器具類、作業台、調理道具（布類、その他 、トイレ）

項 ２ 清潔な施設・設備の管理

目 ① 使用水の管理

細目 水質の確認

目 ② ネズミ、昆虫の対策

細目 毎日の点検、定期的な駆除

目 ③ 排水・廃棄物の管理

細目 毎日の確認

項 ３ 従業員の衛生管理

目 ① 従業員の健康管理

細目 検便・健康診断の実施

目 ② 従業員の衛生管理

細目 身体・服装の確認、行動の確認、手指の洗浄・消毒

目 ③ 従業員への衛生教育研修

細目 テキストの配布、研修会の実施

項 ４ 適切な食品の取扱

目 ① 製造工程中の極めて重要な管理点の確認

細目 製造工程の確認、原材料の受入確認、その他業種別に定められた管理点の

確認（加熱工程、冷却工程など）
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(2) 品質管理基準２

項 １ 適切な食品の取扱

目 ① 配合量の確認

② 食品表示の確認

③ 包装状態の確認

④ 製品の出荷状況の確認

⑤ 製造食品の仕様書の作成と活用

⑥ 定期的な製品検査の実施

⑦ 業種別に定められた製造工程中の危害を防止するための重要な管理点の確

認（基準１の極めて重要な管理点を除く）

項 ２ 情報の共有化

目 ① 消費者への情報提供

細目 店頭パネル、チラシやＨＰによる製造情報の提供

項 ３ 緊急時の対応

目 ① クレームの対応

細目 マニュアルの作成、責任者の設置

目 ② 回収時の対応

細目 マニュアルの作成、責任者の設置

項 ４ 品質管理において事業者が取り組むべきこと

目 ① コンプライアンスの取組

細目 役員、従業員が守るべき具体的なコンプライアンスについての取り決め

の作成、研修の実施
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（別表２）第６の１の（４）の団体の種類に応じた構成員

団 体 の 種 類 構 成 員

民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定に基づき設 社員

立された社団法人、商法（明治３２年法律第４８号）第５３

条に規定する合名会社及び合資会社並びに有限会社法（昭和

１５年法律第７４号）第１条第１項に規定する有限会社

商法第５３条に規定する株式会社 株主

その他の団体 当該団体の種類に応じて

社員又は株主に準ずる者


